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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月28日(2018.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５０～９９％接着剤成分と、
　０～３％架橋剤と、
　０～３％抗酸化剤と、
　接着剤製剤全般に分散される０．１～１０％膨脹可能な微小球体と、
を含む接着剤製剤。
【請求項２】
　充填剤、顔料、可塑剤、耐燃剤、紫外線安定剤、及びそれらの組み合わせで構成される
グループから選ばれる０．１～３０％の少なくとも一つの剤をさらに含む、請求項１に記
載の接着剤製剤。
【請求項３】
　０．１～４０％粘着付与剤をさらに含む、請求項１又は２に記載の接着剤製剤。
【請求項４】
　前記微小球体は、ガス充填された中空内部コアをカプセル化する熱可塑性ポリマーシェ
ルを含む、請求項１乃至３のいずれかに記載の接着剤製剤。
【請求項５】
　前記微小球体は、膨脹前の非膨張状態において５～７５μｍの範囲内の大きさを有する
、請求項１乃至４のいずれかに記載の接着剤製剤。
【請求項６】
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　前記微小球体は、７０～２２０℃の範囲内の温度への露出時に膨張状態となり、膨脹後
に１０～２００μｍの範囲内の大きさを有する、請求項１乃至５のいずれかに記載の接着
剤製剤。
【請求項７】
　６５～７５％の前記接着剤成分と、
　２５～３５％の前記粘着付与剤と、
　０．１～１％の前記架橋剤と、
　０．２５～１％の前記抗酸化剤と、
　１．５～４％の前記微小球体とを含む、請求項１乃至６のいずれかに記載の接着剤製剤
。
【請求項８】
　膜と、
　請求項１乃至７のいずれかに記載の接着剤製剤の層と、
を含む層状接着剤組立体。
【請求項９】
　前記接着剤の層は第１層であり、前記組立体は接着剤の第２層をさらに含む、請求項８
に記載の層状接着剤組立体。
【請求項１０】
　前記接着剤の第２層は、前記接着剤の第１層が分散される前記膜の面と反対である膜の
面に配置される、請求項９に記載の層状接着剤組立体。
【請求項１１】
　前記接着剤の第２層は、５０～９９％接着剤成分、０～３％架橋剤、０～３％抗酸化剤
、及び前記製剤全般に分散される０．１～１０％膨脹可能な微小球体を含む、請求項９又
は１０に記載の層状接着剤組立体。
【請求項１２】
　前記接着剤の第２層は、０．１～４０％の粘着付着剤をさらに含む、請求項１１に記載
の層状接着剤組立体。
【請求項１３】
　基材に付着される部品への機械的衝撃を吸収する方法であって、
　５０～９９％接着剤成分、０～３％架橋剤、０～３％抗酸化剤、及び製剤全般に分散さ
れる０．１～１０％膨脹可能な微小球体を含む接着剤の層を提供する工程と、
　前記成分と前記基材との間に前記接着剤の層を配置する工程と、
を含む方法。
【請求項１４】
　接着剤の第１スキン層及び第２スキン層と、
　請求項１乃至７のいずれかに記載の接着剤製剤のコア層と、
を含む層状接着剤組立体。
【請求項１５】
　前記接着剤製剤は、６５～７５％の前記接着剤成分、２５～４０％の前記粘着付与剤、
０．１～５％の前記架橋剤、０．２５～３％の前記抗酸化剤、及び１．５～５％の前記微
小球体を含む、請求項１４に記載の層状接着剤組立体。
【請求項１６】
　前記接着剤のコア層は、ゴム接着剤成分を含む、請求項１４又は１５に記載の層状接着
剤組立体。
【請求項１７】
　前記スキン層のそれぞれは、ゴム接着剤成分を含む、請求項１４又は１５に記載の層状
接着剤組立体。
【請求項１８】
　前記第１スキン層及び第２スキン層とが同じ組成物である、請求項１４乃至１７のいず
れかに記載の層状接着剤組立体。
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